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会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

市
議
会
定
例
会
～
２
月
18
日

か
ら
開
会

　

令
和
７
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会

が
２
月
18
日（
火
）～
３
月
24
日（
月
）

の
会
期
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
。

　

日
程
は
▼
２
月
18
日（
火
）・
21
日

（
金
）、
26
日（
水
）～
28
日（
金
）＝
本

会
議（
議
案
審
議
、
一
般
質
問
な
ど
）

▼
３
月
３
日（
月
）＝
総
務
委
員
会
▼

４
日（
火
）＝
厚
生
産
業
委
員
会
▼
５

日（
水
）＝
環
境
建
設
委
員
会
▼
６
日

（
木
）＝
文
教
委
員
会
▼
７
日（
金
）＝

議
会
改
革
特
別
委
員
会
▼
10
日（
月
）

＝
第
５
次
基
本
構
想
審
査
特
別
委
員

会
▼
11
日（
火
）～
14
日（
金
）、
17
日

（
月
）＝
予
算
特
別
委
員
会
▼
21
日

（
金
）＝
議
会
運
営
委
員
会
▼
24
日

（
月
）＝
本
会
議（
議
案
審
議
な
ど
）の

予
定
で
す
。

　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会
議
当

日
に
直
接
、
市
役
所
３
階
▼
本
会
議

＝
議
会
受
付
▼
委
員
会
＝
議
会
事
務

局
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
３
３
２
２

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す

る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
公
開
す
る
会
議
の

日
程
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
申
は
申
込
制

（
申
込
順
）。
そ
の
ほ
か
は
直
接
会
場

へ（
先
着
順
）。

●
生
涯
学
習
推
進
審
議
会　

時
2
月

21
日（
金
）午
後
6
時
30
分
か
ら
場
西

砂
学
習
館
定
5
人
問
生
涯
学
習
推
進

セ
ン
タ
ー
☎（
５
２
７
）５
７
５
７

●
立
川
駅
周
辺
安
全
・
安
心
ま
ち
づ

く
り
協
議
会　

時
2
月
25
日（
火
）午

前
10
時
か
ら
場
市
役
所
2
階
210
会
議

室
定
5
人
問
生
活
安
全
課
・
内
線
２

５
４
７

●
建
築
審
査
会　

時
2
月
25
日（
火
）

午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階
202
会

議
室
定
10
人
問
建
築
指
導
課
庶
務

係
・
内
線
２
３
３
１

●
農
業
委
員
会
総
会　

時
2
月
25
日

（
火
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階

208
・
209
会
議
室
定
4
人
問
農
業
委
員

会
事
務
局
・
内
線
２
６
５
４

所
得
税
の
確
定
申
告
は

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら

e
‒T
a
x
が
便
利
で
す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、「
国

税
庁
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
作

成
・
送
信（
提
出
）で
き

ま
す（
下
2
次
元
コ
ー

ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
そ
の
読

み
取
り
に
対
応
し
た
端
末
を
お
持
ち

の
方
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
方
式
」
で
、

お
持
ち
で
な
い
方
は
「
I
D
・
パ
ス

ワ
ー
ド
方
式
」
ま
た
は
「
書
面
」
で

提
出
で
き
ま
す
。

　

自
宅
で
作
成
し
た
申
告
書
の
郵
送

で
の
提
出
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

立
川
地
方
合
同
庁
舎
立
川
税
務
署
宛

（
〒
1
9
0
―8
5
6
5
緑
町
4
―2
）

に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の
作
成
方
法
な
ど
を
動
画

で
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ

て
ご
覧
く
だ
さ
い（
下

2
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8
1

所
得
税
の
確
定
申
告
書
作

成
・
提
出
会
場
が
開
設

　

所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
等
の

確
定
申
告
書
作
成
・
提
出
会
場
が
立

川
税
務
署（
緑
町
4
―2
立
川
地
方
合

同
庁
舎
内
）で
2
月
17
日（
月
）～
3

月
17
日（
月
）に
開
設
さ
れ
ま
す〔
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
た
だ

し
、
3
月
2
日（
日
）は
開
設
〕。
申

告
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本

人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
。

作
成
会
場
は
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め

入
場
整
理
券
を
配
付
し
ま
す
。
当
日

会
場
で
配
付
す
る
ほ
か
、
国
税
庁
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
事
前

入
手
が
可
能
で
す
。
入
場
整
理
券
の

配
付
状
況
に
応
じ
て
受
け
付
け
を
早

め
に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
相
談
・
作
成
＝
午
前
9
時
か
ら（
受

け
付
け
は
午
前
8
時
30
分
か
ら
）▼

提
出
＝
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8
1

相
談
は
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

や
電
話
で
も
で
き
ま
す

▼
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
で
は
、
質
問
を

メ
ニ
ュ
ー
か
ら
選
択
す
る
か
、
自
由

に
文
字
で
入
力
す
る
と
A
I
が
自
動

回
答
し
ま
す（
下
2
次

元
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ

ス
可
）▼
電
話
で
の
相

談
は
、
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

0
5
7
0（
0
0
）5
9
0
1
へ
▼
e
─

T
a
x
の
使
い
方
は
、
e
━T
a
x
・

作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
☎
0

5
7
0（
0
1
）5
9
0
1
へ

記
入
済
み
の
確
定
申
告
書
を

市
役
所
で
も
仮
受
け
付
け

　

次
の
期
間
中
は
、
す
べ
て
記
入
済

み
の
確
定
申
告
書
を
市
役
所
で
も
仮

受
け
付
け
し
ま
す（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
に
伴
う
本
人
確
認
書
類
の
写

し
の
添
付
、
ま
た
は
提
示
が
必
要
）

▼
受
付
期
間
＝
2
月
17
日（
月
）～
3

月
17
日（
月
）〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
〕

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0

6ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
を
申
請
し
た
方
へ

　

ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
際
に
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
を
申
請
し
た
方
が
、

確
定
申
告
や
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
を
す
る
と
特
例
制
度
が
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。
確
定
申
告
や
市
民
税
・
都

民
税
の
申
告
を
す
る
方
は
、
申
告
書

に
特
例
の
申
請
分
を
含
む
、
す
べ
て

の
寄
附
金
の
領
収
書
ま
た
は
寄
附
金

受
領
証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
確
定
申
告
は
税
務

署
へ
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は

市
課
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
立
川
税
務
署
☎（
5
2
3
）1
1
8

1
、
市
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1

2
0
6

確
定
申
告
を
す
る
方
へ

　市教育委員会は、令和７年度に市内の小・

中学校を支援する会計年度任用職員を募集し

ます。名簿登録制で、各学校の要請に基づい

て選考の上、配置されます。応募者が多数の

場合や学校からの要請がない場合は配置され

ないことがあります。

　業務内容など、くわしくは市ホームページ

をご覧ください。

●応募方法　２月28日㈮〔消印有効〕までに、
応募用紙を、直接または郵送で右表の問い合
わせ先へ。応募用紙は、指導課（市役所２階

62番窓口）、教育支援課（子ども未来センタ

ー１階）で配布します（市ホームページからダ

ウンロードも可）。

市立小・中学校の
会計年度任用職員（登録制）を募集

名称 問い合わせ先

1
エデュケーション・
アシスタント

指導課教職員係・
内線24932

スクール・サポート・
スタッフ

3 副校長補佐

4 学校支援員
指導課指導係・
内線2485

5 中学校部活動指導員

6 教育支援センター指導員

7 特別支援学級臨時指導員
教育支援課管理係・
内線4031

8 学校介助員
教育支援課就学相談係・
内線4034

優良民生委員児童委員協議会表彰
を受けました

市長に受賞報告をする
立川市民生委員児童委員協議会の皆さん

　令和６年度第93回全国民生委員児童委員大会（宮崎

大会）において、立川市民生委員児童委員協議会が令

和６年度優良民生委員児童委員協議会表彰を受けまし

た。これは、これまで長年にわたって続けてきた民生

委員児童委員活動が称えられたものです。


